
二

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

㈡
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
（
に
）

イ

㈠
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ロ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四
号
第
二
第
三
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
に
）

㈢
　
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
（
に
）

イ

㈡
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ロ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
三
号
第
一
第
八
項
に
規
定
す
る
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
を
い
う
。以
下

同
じ
。）（
に
）

ⅱ

次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避
難
時
間
に
一
・
二
を
乗
じ
た
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
㈠
か
ら
㈣
ま
で
に
定
め
る
構
造
の

壁
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
壁
以
外
の
壁
に
限
る
。）（
に
）

㈠
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
に
一
・
二
を
乗
じ
た
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
壁（
法
第
二
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間

に
一
・
二
を
乗
じ
た
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
壁（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認

定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
（
に
）

イ

㈠
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ロ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四
号
第
二
第
三
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
に
）

㈢
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
（
に
）

イ

㈡
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ロ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

㈣
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
（
に
）

イ

㈢
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ロ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
一
第
一
号
イ
若
し
く
は
ニ
又
は
第
三
号
イ
若
し
く
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法
を

用
い
る
構
造
（
に
）

一

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

（
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日
）

（
改
正
（
い
）
平
成
二
十
七
年
十
月
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
十
七
号
）

（
改
正
（
ろ
）
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
号
）

（
改
正
（
は
）
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
号
）

（
改
正
（
に
）
令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
国
土
交
通
省
告
示
第
百
七
十
四
号
）

建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
百
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
（
次
の
各

号
の
う
ち
二
以
上
の
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
号
に
定
め
る
構
造
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
構
造
方
法
）
と
す
る
。（
に
）

一
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
　
準
耐
火
構
造
（
主
要
構
造
部
で
あ
る
壁
、
柱
、
床
、
は
り
及
び
屋
根
の
軒
裏
に
あ
っ
て
は
、
避
難
時
倒
壊
防
止

構
造
）
と
す
る
こ
と
。
（
に
）

イ
　
二
階
以
上
の
階
に
居
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
直
通
階
段
（
傾
斜
路
を
含
む
。）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
各
号
（
同
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
（
に
）

⑵
　
階
段
室
、
バ
ル
コ
ニ
ー
及
び
付
室
は
、
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
六
号
の
開
口
部
、
同
項
第
八
号
の
窓
又
は
⑷
の
出
入
口
の
部
分
（
令
第
百
二
十

九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
非
常
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
ロ
ビ
ー
の
用
に
供
す
る
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
あ
っ
て
は
、
当
該
エ
レ
ベ
ー
タ

ー
の
昇
降
路
の
出
入
口
の
部
分
を
含
む
。
）
を
除
き
、
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
壁
（
防
火
被
覆
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）

で
囲
む
こ
と
。
（
に
）

ⅰ

次
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避
難
時
間
に
一
・
六
を
乗
じ
た
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
定
め
る
構
造
の

壁
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
壁
に
限
る
。）（
に
）

㈠
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
に
一
・
六
を
乗
じ
た
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
壁（
非
耐
力
壁
で
あ
る

外
壁
に
あ
っ
て
は
、
延
焼
の
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
㈠
及
び
ⅱ
㈠
に
お
い
て
同
じ
。）（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構

造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
に
一
・
六
を
乗
じ
た

時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
壁（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に

限
る
。）
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）



四

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

表
二
（
に
）

ハ
　
居
室
に
避
難
上
支
障
が
な
い
よ
う
自
動
火
災
報
知
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。（
に
）

ニ
　
周
囲
（
開
口
部
（
居
室
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。）
が
あ
る
外
壁
に
面
す
る
部
分
に
限
り
、
道
に
接
す
る
部
分
を
除
く
。
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）

に
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
（
敷
地
の
接
す
る
道
ま
で
達
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。（
に
）

ホ
　
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
土
地
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
建
築
物
の
各
部
分
（
昇
降
機
そ
の
他
の
建
築
設
備
の
機
械
室
そ

一
　
こ
の
表
に
お
い
て
、
Y
、
L
及
び
B
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Y
　
表
二
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
し
た
垂
直
移
動
距
離
又
は
最
大
垂
直
移
動
距
離
の
い
ず
れ
か
短
い
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

L
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
側
部
に
袖
壁
等
が
防
火
上
有
効
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
袖
壁
等
が
外
壁
面
か
ら
突
出
し
て
い
る
距
離（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

B
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

二
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
周
囲
の
外
壁
面
の
仕
上
げ
を
木
材
そ
の
他
の
可
燃
材
料
に
よ
る
仕
上
げ
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
壁
面
の
部
分
の
幅
を
当
該
開
口
部

の
幅
に
含
め
る
も
の
と
す
る
。

垂
直
移
動
距
離
（
単
位

　
メ
ー
ト
ル
）

BH
<
2

（H

＋1.1
B

）（1-0.5
L

）＋H
BH
≧
2

3.2
H

（1-0.5
L

）＋H

最
大
垂
直
移
動
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

6.2

＋H

一
　
こ
の
表
に
お
い
て
、
B
、
H
及
び
L
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

B
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

H
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
高
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

L
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
上
部
に
ひ
さ
し
等
（
ひ
さ
し
、
袖
壁
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
方
法
を
用
い
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
防
火
上
有
効
に
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
ひ
さ
し
等
が
外
壁
面
か
ら
突
出
し
て
い
る
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

イ
　
準
耐
火
構
造
の
床
又
は
壁
に
用
い
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ
　
防
火
構
造
の
外
壁
に
用
い
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ
　
令
第
百
九
条
の
三
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
三
階
以
上
の
階
に
お
け
る
床
に
用
い
る
構
造
又
は
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
一
階
の
床
（
直
下

に
地
階
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）
及
び
二
階
の
床
（
通
路
等
の
床
を
除
く
。）
に
用
い
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

二
　
他
の
外
壁
の
開
口
部
の
周
囲
の
外
壁
面
の
仕
上
げ
を
木
材
そ
の
他
の
可
燃
材
料
に
よ
る
仕
上
げ
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
外
壁
面
の
部
分
の
幅
及
び
高
さ
を
当

該
開
口
部
の
幅
及
び
高
さ
に
含
め
る
も
の
と
す
る
。

三

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

⑶
　
階
段
室
及
び
付
室
の
壁
及
び
天
井
（
天
井
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
。
以
下
同
じ
。）
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑷
　
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
に
通
ず
る
出
入
口
に
は
特
定
避
難
時
間
防
火
設
備
で
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る

も
の
を
、バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
か
ら
階
段
室
に
通
ず
る
出
入
口
に
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
で
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第

二
号
に
規
定
す
る
構
造
で
あ
る
も
の
を
設
け
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑸
　
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
の
床
面
積
（
バ
ル
コ
ニ
ー
で
床
面
積
が
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
床
部
分
の
面
積
。
以
下
こ
の
⑸
に
お
い
て
同
じ
。）
は
十
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、各
階
に
お
け
る
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
の
床
面
積
の
合
計
は
、当
該
階
に
設
け
る
各
居
室
の
床
面
積
に
、百
分
の
三
を
乗
じ
た
も

の
の
合
計
以
上
と
す
る
こ
と
。（
に
）

ロ
　
外
壁
の
開
口
部
（
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
他
の
外
壁
の
開
口
部
」
と
い

う
。
）
の
下
端
の
中
心
点
を
水
平
方
向
に
、
そ
れ
ぞ
れ
表
一
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
水
平
移
動
距
離
又
は
最
大
水
平
移
動
距
離
の
い
ず
れ
か
短
い
距

離
だ
け
移
動
し
た
と
き
に
で
き
る
軌
跡
上
の
各
点
を
、
垂
直
上
方
に
表
二
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
垂
直
移
動
距
離
又
は
最
大
垂
直
移
動
距
離
の
い
ず

れ
か
短
い
距
離
だ
け
移
動
し
た
時
に
で
き
る
軌
跡
の
範
囲
内
の
部
分
（
当
該
建
築
物
が
令
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
区
画
さ

れ
た
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
各
部
分
の
う
ち
他
の
外
壁
の
開
口
部
が
設
け
ら
れ
た
部
分
を
除
く
。
）
で
あ
る
外
壁

に
設
け
ら
れ
た
開
口
部
に
上
階
延
焼
抑
制
防
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
（
に
）

⑴
　
昇
降
機
そ
の
他
の
建
築
設
備
の
機
械
室
、
不
燃
性
の
物
品
を
保
管
す
る
室
、
便
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
室
で
、
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る

部
分
の
仕
上
げ
を
令
第
百
二
十
八
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
た
も
の
に
設
け
ら
れ
た
も
の
（
に
）

⑵
　
⑴
に
規
定
す
る
室
の
み
に
隣
接
す
る
通
路
そ
の
他
防
火
上
支
障
の
な
い
通
路
に
設
け
ら
れ
た
も
の
（
に
）

⑶
　
開
口
部
の
高
さ
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
（
に
）

⑷
　
開
口
面
積
が
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
（
に
）

表
一
（
に
）

水
平
移
動
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

23
Y

（1-0.5
L

）＋12
B

最
大
水
平
移
動
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

3

＋12
B
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部
と
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
突
出
し
た
ひ
さ
し
等
で
防
火
上
有
効
に
遮
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）
に
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火

設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。（
は
）（
に
）

四
　
地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
、
三
階
を
法
別
表
第
一
い
欄
㈢
項
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
も
の
（
三
階
の
一
部
を
法
別
表
第
一
い
欄
に
掲
げ
る
用
途
（
同
欄
㈢
項
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
に
供
す
る
も
の
及
び
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
（
同
表
㈡
項
か
ら
㈣
項
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）
で
あ
って
、
前
号
ロ
（
た
だ
し
書
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
。（
に
）

２

前
項
及
び
第
七
項
の
「
避
難
時
倒
壊
防
止
構
造
」
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
構
造
を
い
う
。（
に
）

一
　
耐
力
壁
　
次
に
掲
げ
る
基
準
（
に
）

イ
　
自
重
又
は
積
載
荷
重
（
令
第
八
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
指
定
す
る
多
雪
区
域
に
お
け
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
自

重
、
積
載
荷
重
又
は
積
雪
荷
重
）
を
支
え
る
部
分
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
建
築
物
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
木
造
建
築
物
」
と
い
う
。）
の

耐
力
壁
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
も
の
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
防
火
被
覆
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
又

は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
構
造
用
集
成
材
、
構
造
用
単
板
積
層
材
又
は
直
交
集
成
板
（
そ
れ
ぞ
れ
集
成
材
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
十
九
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
五
十
二

号
）
第
二
条
、
単
板
積
層
材
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
二
十
年
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
一
号
）
第
二
条
又
は
直
交
集
成
板
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
二

十
五
年
農
林
水
産
省
告
示
第
三
千
七
十
九
号
）箇
条
三
に
規
定
す
る
使
用
環
境
A
又
は
B
の
表
示
を
し
て
あ
る
も
の
に
限
る
。以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、か
つ
、次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
ほ
か
、取
合
い
の
部
分
、目
地
の
部
分
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
取
合
い
等
の
部
分
」
と
い
う
。）
が
、
当
該
取
合
い
等
の
部
分
の
裏
面
に
当
て
木
を
設
け
る
等
当
該
建
築
物
の
内
部
へ
の
炎
の
侵

入
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
炎
侵
入
防
止
構
造
」
と
い
う
。）
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

当
該
耐
力
壁
の
接
合
部
の
構
造
方
法
が
、次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、通
常
の
火
災
時
の
加
熱
に
対
し
て
耐
力
の
低
下
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と

が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

㈠
　
接
合
部
の
う
ち
木
材
で
造
ら
れ
た
部
分
の
片
側（
当
該
耐
力
壁
が
面
す
る
室
内
に
お
い
て
発
生
す
る
火
災
に
よ
る
火
熱
が
当
該
耐
力
壁
の
両
側
に

同
時
に
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、両
側
。）の
表
面（
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）

か
ら
内
側
に
、次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
の
残
り
の
部
分
が
、
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の
他
こ
れ
に
類
す
る
室
及
び
便
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
室
を
除
く
。）
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
（
水
源
と
し
て
、
水
道
の
用
に
供
す
る
水
管
を
当
該
ス

プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
に
連
結
し
た
も
の
を
除
く
。）、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
（
以
下
「
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
設
備
等
」
と
い
う
。）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。（
に
）

二
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
建
築
物
（
同
項
各
号
（
同
項
第
二
号
に
あ
っ
て
は
、
法
別
表
第
一
㈠
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。）
　
準
耐
火
構
造
又
は
令
第
百
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。（
に
）

三
　
地
階
を
除
く
階
数
が
三
で
、
三
階
を
下
宿
、
共
同
住
宅
又
は
寄
宿
舎
の
用
途
に
供
す
る
も
の
（
三
階
の
一
部
を
法
別
表
第
一
い
欄
に
掲
げ
る
用
途
（
下
宿
、
共

同
住
宅
及
び
寄
宿
舎
を
除
く
。）
に
供
す
る
も
の
及
び
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
（
同
表
㈡
項
か
ら
㈣
項
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。）
か
ら
第
四
号
ま
で

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
う
ち
防
火
地
域
以
外
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
（
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域

以
外
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
）
に
適
合
す
る
も
の

一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
。（
に
）

イ
　
下
宿
の
各
宿
泊
室
、
共
同
住
宅
の
各
住
戸
又
は
寄
宿
舎
の
各
寝
室
（
以
下
「
各
宿
泊
室
等
」
と
い
う
。）
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
各
宿
泊
室
等
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
が
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
各
宿
泊
室
等
の
当
該
通
路
に
面
す
る
開
口
部
に
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
建
築
物
の
周
囲
に
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。（
に
）

⑴
　
各
宿
泊
室
等
に
避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑵

各
宿
泊
室
等
か
ら
地
上
に
通
ず
る
主
た
る
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
が
、
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
各
宿
泊
室
等
の
当
該

通
路
に
面
す
る
開
口
部
に
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

⑶

外
壁
の
開
口
部
か
ら
当
該
開
口
部
の
あ
る
階
の
上
階
の
開
口
部
へ
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、当
該
外
壁
の
開
口
部
の
上
部
に
ひ
さ
し

等
が
防
火
上
有
効
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。（
は
）（
に
）

ハ
　
三
階
の
各
宿
泊
室
等
（
各
宿
泊
室
等
の
階
数
が
二
以
上
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
二
階
以
下
の
階
の
部
分
を
含
む
。）
の
外
壁
の
開
口
部
及
び
当
該
各
宿

泊
室
等
以
外
の
部
分
に
面
す
る
開
口
部
（
外
壁
の
開
口
部
又
は
直
接
外
気
に
開
放
さ
れ
た
廊
下
、
階
段
そ
の
他
の
通
路
に
面
す
る
開
口
部
に
あ
っ
て
は
、
当

該
開
口
部
か
ら
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
部
分
に
当
該
各
宿
泊
室
等
以
外
の
部
分
の
開
口
部
が
な
い
も
の
又
は
当
該
各
宿
泊
室
等
以
外
の
部
分
の
開
口
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材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（
に
）

㈢
　
接
合
部
に
鉄
材
又
は
鋼
材
の
添
え
板
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、こ
れ
ら
が
埋
め
込
ま
れ
、又
は
挟
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。（
に
）

ⅱ

当
該
耐
力
壁
を
有
す
る
建
築
物
全
体
が
、次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
っ
て
通
常
の
火
災
に
よ
り
容
易
に
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

㈠
　
主
要
構
造
部
で
あ
る
耐
力
壁
の
う
ち
木
材
で
造
ら
れ
た
部
分
の
表
面（
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）か
ら

内
側
に
、ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
の
残
り
の
断
面（
㈡
及

び
ⅲ
に
お
い
て
「
残
存
断
面
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
長
期
の
組
合
せ
に
よ
る
各
応
力
の
合
計
に
よ
り
、

長
期
応
力
度
を
計
算
す
る
こ
と
。（
に
）

㈡
　
㈠
に
よ
っ
て
計
算
し
た
長
期
応
力
度
が
、残
存
断
面
に
つ
い
て
令
第
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
短
期
の
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ

と
を
確
か
め
る
こ
と
。（
に
）

ⅲ

残
存
断
面
の
厚
さ
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑵
　
次
の
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、取
合
い

等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

七
十
五
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
耐
力
壁（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る

建
築
物
の
耐
力
壁（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造

方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

ⅱ

六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅰ
に
定
め
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

ⅲ

六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅱ
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）
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当
該
接
合
部
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

イ

構
造
用
集
成
材
、
構
造
用
単
板
積
層
材
又
は
直
交
集
成
板
に
使
用
す
る
接
着
剤
（
以
下
単
に
「
接
着
剤
」
と
い
う
。）
と
し
て
、
フ
ェ
ノ
ー
ル

樹
脂
、
レ
ゾ
ル
シ
ノ
ー
ル
樹
脂
又
は
レ
ゾ
ル
シ
ノ
ー
ル
・
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
（
以
下
「
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
等
」
と
い
う
。）
を
使
用
す
る
場
合
（
構

造
用
集
成
材
又
は
直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、ラ
ミ
ナ
の
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）　
次
に
掲

げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
（
に
）

ロ

接
着
剤
と
し
て
、フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
等
以
外
の
も
の
を
使
用
す
る
場
合（
構
造
用
集
成
材
又
は
直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、ラ

ミ
ナ
の
厚
さ
が
二
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）
　
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
（
に
）

㈡
　
接
合
部
に
ボ
ル
ト
、
ド
リ
フ
ト
ピ
ン
、
釘
、
木
ね
じ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
木
材
そ
の
他
の

D
1

＝8.25
×10

-2tr,eq

（n
c

）

⎝―――――⎛
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
D1
及
び

t
r,eq（nc）

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
　
D1
　
燃
え
し
ろ
深
さ
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

　
　
t
r,eq（nc）

　
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

⎠―――――⎞

D
2

＝7.5

×10
-2k

c tr,eq

（n
c

）

⎝―――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
D2 

、
k
c 

及
び
t
r,eq（nc） 
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

D2 

　
燃
え
し
ろ
深
さ
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

k
c

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
炭
化
速
度
係
数

⎠―――――――――――――⎞

七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合

一
・
四
五

七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合

一
・
六

九
十
分
を
超
え
、
百
二
十
分
以
下
で
あ
る
場
合

一
・
八

百
二
十
分
を
超
え
、
百
八
十
分
以
下
で
あ
る
場
合

二
・
〇

t
r,eq（nc）
　
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）



一
○

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

ⅰ

接
着
剤
と
し
て
、フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
等
を
使
用
す
る
場
合（
構
造
用
集
成
材
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ラ
ミ
ナ
の
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
場
合
に
限
り
、直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ラ
ミ
ナ
の
厚
さ
が
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、か
つ
、加
熱
面
の
表
面
か
ら
前
号

イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
に
、互
い
に
接
着
さ
れ
た
平
行
層
と
直
交
層
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
。）　
次
に
掲
げ
る
式
に
よ

っ
て
計
算
し
た
値
（
に
）

ⅱ

接
着
剤
と
し
て
、フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
等
以
外
の
も
の
を
使
用
す
る
場
合（
構
造
用
集
成
材
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ラ
ミ
ナ
の
厚
さ
が
二
十
一

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
合
に
限
り
、直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ラ
ミ
ナ
の
厚
さ
が
二
十
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、か
つ
、加
熱
面

の
表
面
か
ら
前
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
に
、互
い
に
接
着
さ
れ
た
平
行
層
と
直
交
層
が
存
在
す
る
場
合
に
限
る
。）　
次

に
掲
げ
る
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
（
に
）

⑵
　
次
の
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、取
合
い

等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

七
十
五
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
非
耐
力
壁（
外
壁
に
あ
っ
て
は
、延
焼
の
お

そ
れ
の
あ
る
部
分
に
限
る
。以
下
こ
の
ⅰ
及
び
ロ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。）（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の

D
t1

＝8.25

×10
-2tr,eq

（n
c

）＋3

⎝――――⎛
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
D

t1

及
び

t
r,eq（nc） 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

D
t1

　
厚
さ
（
単
位
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

t
r,eq（nc） 

　
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

⎠――――⎞

D
t2
7.5

×10
k
c tr,eq

（n
c

）＋3D
t2

k
c

び
及

t
r,eq（nc）

D
t2

位
単
（
さ
厚

k
c

t
r,eq（nc）

位
単
（
間
時
難
避
定
特
有
固
正
補

）
分

九

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

㈡
　
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
一
第
一
号
ホ
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

ロ
　
木
造
建
築
物
の
耐
力
壁
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
組
積
造
、
鉄
骨
造
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
若
し
く
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

建
築
物
（
以
下
「
組
積
造
の
建
築
物
等
」
と
い
う
。）
の
耐
力
壁
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
耐
力
壁（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方

法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
耐
力
壁

（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造

（
に
）

⑵
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑴
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四
号
第
二
第
三
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
に
）

⑶
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑵
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

⑷
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑶
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
一
第
一
号
イ
、ハ
若
し
く
は
ニ
又
は
第
三
号
イ
、ハ
若
し
く
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法

を
用
い
る
構
造
（
に
）

二
　
非
耐
力
壁
　
次
に
掲
げ
る
基
準
（
に
）

イ
　
木
造
建
築
物
の
非
耐
力
壁
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
も
の
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
防
火
被
覆
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
あ

っ
て
は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
構
造
用
集
成
材
、構
造
用
単
板
積
層
材
又
は
直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、か
つ
、当
該
非
耐
力
壁
の
厚
さ
が
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
又
は
ⅱ
に
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）



一
二

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
一
第
二
号
イ
若
し
く
は
ハ
又
は
第
四
号
イ
若
し
く
は
ハ
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い

る
構
造
（
に
）

三
　
柱
　
次
に
掲
げ
る
基
準
（
に
）

イ
　
木
造
建
築
物
の
柱
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
も
の
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
防
火
被
覆
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
あ
っ
て
は
、

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
構
造
用
集
成
材
又
は
構
造
用
単
板
積
層
材
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部

分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

ⅱ

当
該
柱
を
接
合
す
る
継
手
又
は
仕
口
が
、昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
一
号
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、通
常
の
火
災
時
の
加
熱
に
対
し

て
耐
力
の
低
下
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
告
示
第
一
号
イ
中「
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」

と
あ
る
の
は「
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
第
一
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。（
に
）

ⅲ

当
該
柱
を
有
す
る
建
築
物
全
体
が
、昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二
号
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
っ
て
通
常
の
火
災
に
よ

り
容
易
に
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
告
示
第
二
号
イ
中「
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
」と
あ
る
の
は「
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
第
一
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ

れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。（
に
）

ⅳ

主
要
構
造
部
で
あ
る
柱
の
う
ち
木
材
で
造
ら
れ
た
部
分
の
表
面（
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）か
ら
内
側
に
、

第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
の
残
り
の
断
面
の
小

径
が
、
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑵
　
次
の
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、取
合
い

等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

七
十
五
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
柱（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構

造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築

一
一

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
非
耐
力
壁（
法
第
二
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

ⅱ

六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅰ
に
定
め
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

ⅲ

六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅱ
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈡
　
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
一
第
二
号
ニ
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

ロ
　
木
造
建
築
物
の
非
耐
力
壁
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
組
積
造
の
建
築
物
等
の
非
耐
力
壁
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
固

有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
に
）

⑴
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
非
耐
力
壁（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造

方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
非
耐

力
壁（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用
い
る

構
造
（
に
）

⑵
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑴
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四
号
第
二
第
三
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
に
）

⑶
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑵
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

⑷
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑶
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）



一
四

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

ⅱ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

⑸
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑷
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
二
第
一
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法（
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
を
除
く
。）
を
用
い
る
構
造
（
に
）

四
　
床
　
次
に
掲
げ
る
基
準
（
に
）

イ
　
木
造
建
築
物
の
床
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
も
の
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
防
火
被
覆
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
あ
っ
て
は
、

次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
構
造
用
集
成
材
、
構
造
用
単
板
積
層
材
又
は
直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
ほ
か
、

取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

当
該
床
の
接
合
部
の
構
造
方
法
が
、次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、通
常
の
火
災
時
の
加
熱
に
対
し
て
耐
力
の
低
下
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

㈠
　
接
合
部
の
う
ち
木
材
で
造
ら
れ
た
部
分
の
表
面（
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）か
ら
内
側
に
、第
一
号
イ

⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
の
残
り
の
部
分
が
、当
該
接
合

部
の
存
在
応
力
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

㈡
　
第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈡
及
び
㈢
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

ⅱ

当
該
床
を
有
す
る
建
築
物
全
体
が
、次
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
っ
て
通
常
の
火
災
に
よ
り
容
易
に
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

㈠
　
主
要
構
造
部
で
あ
る
床
の
う
ち
木
材
で
造
ら
れ
た
部
分
の
表
面（
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）か
ら
内
側

に
、第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
の
残
り
の
断
面

（
㈡
及
び
ⅲ
に
お
い
て
「
残
存
断
面
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
令
第
八
十
二
条
第
二
号
の
表
に
掲
げ
る
長
期
の
組
合
せ
に
よ
る
各
応
力
の
合
計
に

よ
り
、
長
期
応
力
度
を
計
算
す
る
こ
と
。（
に
）

㈡
　
㈠
に
よ
っ
て
計
算
し
た
長
期
応
力
度
が
、残
存
断
面
に
つ
い
て
令
第
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
短
期
の
許
容
応
力
度
を
超
え
な
い
こ

一
三

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

物
の
柱（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用

い
る
構
造
（
に
）

ⅱ

六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅰ
に
定
め
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

ⅲ

六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅱ
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈡
　
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
二
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
（
に
）

ロ
　
木
造
建
築
物
の
柱
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
組
積
造
の
建
築
物
等
の
柱
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避
難
時

間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
百
八
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
柱（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法

を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
柱（
法
第

二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造（
に
）

⑵
　
百
二
十
分
を
超
え
、
百
八
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑴
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ⅱ

耐
火
構
造
（
三
時
間
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ

な
い
も
の
に
限
る
。）（
に
）

⑶
　
七
十
五
分
を
超
え
、
百
二
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑵
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

耐
火
構
造
（
二
時
間
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ

な
い
も
の
に
限
る
。）（
に
）

⑷
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑶
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）



一
六

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

ⅰ

⑵
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

⑷
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑶
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
三
第
一
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

五
　
は
り
　
次
に
掲
げ
る
基
準
（
に
）

イ
　
木
造
建
築
物
の
は
り
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
も
の
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
防
火
被
覆
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
あ
っ
て

は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
構
造
用
集
成
材
又
は
構
造
用
単
板
積
層
材
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
で
あ
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部

分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

令
第
四
十
六
条
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

ⅱ

当
該
は
り
を
接
合
す
る
継
手
又
は
仕
口
が
、昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
一
号
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、通
常
の
火
災
時
の
加
熱
に
対

し
て
耐
力
の
低
下
を
有
効
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
告
示
第
一
号
イ
中「
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」と

あ
る
の
は「
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
第
一
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。（
に
）

ⅲ

当
該
は
り
を
有
す
る
建
築
物
全
体
が
、昭
和
六
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
九
百
二
号
に
定
め
る
基
準
に
従
っ
た
構
造
計
算
に
よ
っ
て
、通
常
の
火
災

に
よ
り
容
易
に
倒
壊
す
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
告
示
第
二
号
イ
中「
二
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
」と
あ
る
の
は「
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号
第
一
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。（
に
）

ⅳ

主
要
構
造
部
で
あ
る
は
り
の
う
ち
木
材
で
造
ら
れ
た
部
分
の
表
面（
木
材
そ
の
他
の
材
料
で
防
火
上
有
効
に
被
覆
さ
れ
た
部
分
を
除
く
。）か
ら
内
側

に
、第
一
号
イ
⑴
ⅰ
㈠
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
値
の
部
分
が
除
か
れ
た
と
き
の
残
り
の
断
面
の

小
径
が
、
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑵
　
次
の
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、取
合
い

一
五

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

と
を
確
か
め
る
こ
と
。（
に
）

ⅲ

残
存
断
面
の
厚
さ
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑵
　
次
の
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
か
ら
ⅲ
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、取
合
い

等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

七
十
五
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
床（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構

造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築

物
の
床（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用

い
る
構
造
（
に
）

ⅱ

六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅰ
に
定
め
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

ⅲ

六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅱ
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈡
　
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
三
第
四
号
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

ロ
　
木
造
建
築
物
の
床
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
組
積
造
の
建
築
物
等
の
床
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避
難
時

間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
床（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を

用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
床（
法
第
二

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

⑵
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑴
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ⅱ

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
号
第
二
第
一
号
イ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
に
）

⑶
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）



一
八

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

な
い
も
の
に
限
る
。）（
に
）

⑷
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑶
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

⑸
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑷
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
四
第
一
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法（
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
を
除
く
。）
を
用
い
る
構
造
（
に
）

六
　
軒
裏
　
次
に
掲
げ
る
基
準
（
に
）

イ
　
木
造
建
築
物
の
軒
裏
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
木
材
を
用
い
た
も
の
で
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
防
火
被
覆
を
設
け
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。）
に
あ
っ
て

は
、
次
の
⑴
又
は
⑵
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
構
造
用
集
成
材
、
構
造
用
単
板
積
層
材
又
は
直
交
集
成
板
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
軒
裏
の
厚
さ
が
第
二
号
イ
⑴
ⅰ
又
は
ⅱ
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
又
は
ⅱ
に
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑵
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
に
掲
げ
る
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
当
該
ⅰ
又
は
ⅱ
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、取
合
い
等
の
部
分

が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

七
十
五
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
軒
裏（
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
に
限
る
。

以
下
こ
の
ⅰ
及
び
ロ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。）（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た

も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
軒
裏（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用

い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

ⅱ

七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅰ
に
定
め
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

ロ
　
木
造
建
築
物
の
軒
裏
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
組
積
造
の
建
築
物
等
の
軒
裏
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避

一
七

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

ⅰ

七
十
五
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
は
り（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建

築
物
の
は
り（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法

を
用
い
る
構
造
（
に
）

ⅱ

六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅰ
に
定
め
る
構
造
（
に
）

㈡
　
七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

ⅲ

六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈠
　
ⅱ
㈠
又
は
㈡
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

㈡
　
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
四
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
構
造
（
に
）

ロ
　
木
造
建
築
物
の
は
り
（
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。）
又
は
組
積
造
の
建
築
物
等
の
は
り
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
固
有
特
定
避

難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
百
八
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
は
り（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方

法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
は
り（
法

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造（
に
）

⑵
　
百
二
十
分
を
超
え
、
百
八
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑴
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ⅱ

耐
火
構
造
（
三
時
間
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ

な
い
も
の
に
限
る
。）（
に
）

⑶
　
七
十
五
分
を
超
え
、
百
二
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑵
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

耐
火
構
造
（
二
時
間
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
変
形
、
溶
融
、
破
壊
そ
の
他
の
損
傷
を
生
じ



二
○

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

ハ
　
骨
組
を
鉄
材
又
は
鋼
材
と
し
、
両
面
に
そ
れ
ぞ
れ
厚
さ
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鉄
板
又
は
鋼
板
を
張
っ
た
防
火
設
備
（
に
）

ニ
　
鉄
材
又
は
鋼
材
で
造
ら
れ
た
も
の
で
鉄
板
又
は
鋼
板
の
厚
さ
が
一
・
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
防
火
設
備
（
に
）

ホ
　
厚
さ
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
強
化
セ
メ
ン
ト
板
で
造
ら
れ
た
防
火
設
備
（
に
）

三
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
七
十
五
分
間
防
火
設
備
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
三
号
第
一
第
九
項
に
規
定
す
る
七
十
五
分
間
防
火
設
備
を
い
う
。）（
に
）

四
　
四
十
五
分
を
超
え
、
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
特
定
防
火
設
備
（
に
）

五
　
四
十
五
分
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
防
火
設
備
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
防
火
設
備
（
に
）

４
　
前
各
項
の
「
固
有
特
定
避
難
時
間
」
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
と
す
る
。（
に
）

tr,eq

（c

）＝（

a
460

）3/2tr

―――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
r,eq（c） 

、
a
及
び
t
r 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
r,eq（c）
　
固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

a
　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温
度
上
昇
係
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

―――――――――――⎞

a
i

＝m
a
x

｛1280

（

q
b

√ Σ（
A

i I
i ） √

fop

）
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こ
の
式
に
お
い
て
、
a

i 

、
q
b 

、
A

i 

、
I
i 

及
び 

f
op 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

a
i

　
当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温
度
上
昇
係
数

―――⎞

一
九

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
ほ
か
、
取
合
い
等
の
部
分
が
炎
侵
入
防
止
構
造
で
あ
る
こ
と
。（
に
）

⑴
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
火
災
終
了
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
軒
裏（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法

を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）又
は
特
定
避
難
時
間
が
固
有
特
定
避
難
時
間
以
上
で
あ
る
建
築
物
の
軒
裏（
法

第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造（
に
）

⑵
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑴
に
定
め
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四
号
第
二
第
三
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
構
造
（
に
）

⑶
　
六
十
分
を
超
え
、
七
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑵
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

七
十
五
分
間
準
耐
火
構
造
（
に
）

⑷
　
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅰ

⑶
ⅰ
又
は
ⅱ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
構
造
（
に
）

ⅱ

令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
五
号
第
五
第
二
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
定
め
る
構
造
方
法
を
用
い
る
構
造
（
に
）

３
　
第
一
項
の
「
特
定
避
難
時
間
防
火
設
備
」
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
建
築
物
の
固
有
特
定
避
難
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

防
火
設
備
（
周
囲
の
部
分
（
防
火
設
備
か
ら
内
側
に
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
間
に
設
け
ら
れ
た
建
具
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
建
具
を
含
む
。）
が

不
燃
材
料
で
造
ら
れ
た
開
口
部
に
取
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
枠
若
し
く
は
他
の
防
火
設
備
と
接
す
る
部
分
を
相
じ
ゃ
く
り
と
し
、
又
は
定
規
縁
若
し
く

は
戸
当
た
り
を
設
け
る
等
閉
鎖
し
た
際
に
隙
間
が
生
じ
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
取
付
金
物
が
当
該
防
火
設
備
が
閉
鎖
し
た
際
に
露
出
し
な
い
よ
う
に
取
り
付
け

ら
れ
た
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。（
に
）

一
　
九
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
固
有
特
定
避
難
時
間
当
該
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ

な
い
も
の
と
し
て
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
防
火
設
備
（
に
）

二
　
七
十
五
分
を
超
え
、
九
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
号
第
二
第
一
号
ロ
に
適
合
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
防
火
設
備
（
に
）



二
二

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――tesca

pe

（w
i

）
＝Lv

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、

t
escape（wi） 

、
L 

及
び
v 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
escape（wi）
　
当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
歩
行
時
間
（
単
位
　
分
）

L
　
当
該
部
分
か
ら
地
上
へ
の
出
口
の
一
に
至
る
歩
行
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

v
　
当
該
部
分
の
用
途
、
建
築
物
の
部
分
の
種
類
及
び
避
難
の
方
向
に
応
じ
、
次
の
表
に
定
め
る
歩
行
速
度
（
単
位
　
メ
ー
ト

ル
毎
分
）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――⎞

当
該
部
分
の
用
途

建
築
物
の
部
分
の
種
類

避
難
の
方
向

歩
行
速
度

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
観
覧
場
、
公
会
堂
、
集

会
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途

階
段

上
り

九

下
り

十
二

そ
の
他
の
部
分

―

三
十

児
童
福
祉
施
設
等
（
令

第
百
十
五
条
の
三
第
一

号
に
規
定
す
る
児
童
福

祉
施
設
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）（
通
所
の
み

に
よ
り
利
用
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。）
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
用
途

乳
児
又
は
満
二
歳
に
満

た
な
い
幼
児
を
保
育
す

る
場
合

階
段
（
三
階
以
下
の
階
か
ら
避
難
階
又
は

地
上
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
。）

下
り

二
・
五

保
育
室

―

十
二

廊
下

―

八

そ
の
他
の
部
分

―

三
十

そ
の
他
の
場
合

階
段

上
り

四
・
五

下
り

六

そ
の
他
の
部
分

―

十
五

百
貨
店
、
展
示
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
又

は
共
同
住
宅
、
ホ
テ
ル
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用

途
（
病
院
、診
療
所
及
び
児
童
福
祉
施
設
等
を
除
く
。）

階
段

上
り

九

上
り

十
二

そ
の
他
の
部
分

―

三
十

二
一

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⎝―――――――――――――――――――――

q
b

　
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
第
二
に
規
定
す
る
当
該
室
内
の
可
燃
物
の
一
秒
間
当
た
り
の
発
熱
量
（
単
位
　
メ
ガ

ワ
ッ
ト
）

A
i

　
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
表
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

I
i

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
室
の
壁
、床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
慣
性（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ワ
ッ

 

ト
秒
）

⎠―――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――

I
i ＝
√
kt

c

⎝―――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
I
i 

、
k 

、
t 

及
び
c 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

I
i

　
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
慣
性
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ワ
ッ
ト
秒
）

k
　
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
熱
伝
導
率
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

t
　
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
密
度
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

c
　
当
該
室
の
壁
、
床
及
び
天
井
の
各
部
分
の
比
熱
（
単
位
　
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
ケ
ル
ビ
ン
に
つ
き
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
）

⎠――――――――⎞

f
op

　
平
成
十
二
年
建
設
省
告
示
第
千
四
百
三
十
三
号
第
三
第
一
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
有
効
開
口
因
子
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

t
r

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
実
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

tr

＝m
a
x

（tesca
pe , tregion

）＋tsea
rch

＋tretrea
t

――――――――――――――――

―――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
r 

、
t
escape 

、
t
region 

、
t
search 

及
び
t
retreat 
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
r　
実
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

t
escape

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
在
館
者
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

―――――――――――――⎞

tesca
pe

＝tesca
pe

（w

）
＋tesca

pe

（c

）

――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
escape 

、
t
escape（w） 

及
び

t
escape（c） 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
escape

　
在
館
者
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

t
escape（w）
　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
歩
行
時
間
の
う
ち
最

大
の
も
の
（
単
位

分
）

―――――――⎞

1/2

1/2
5/2



二
四

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

⎝―――――――――――――――――――――

売
場
に
附
属
す
る
通
路
の
部
分

〇
・
二
五

⎠―――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

飲
食
室

〇
・
七

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
観
覧
場
、
公
会
堂
、

集
会
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る

居
室

固
定
席
の
場
合

座
席
数
を
床
面
積
で
除
し
た
数
値

そ
の
他
の
場
合

一
・
五

展
示
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

〇
・
五

保
育
所
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
用
途

に
供
す
る
居
室

乳
児
又
は
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
を
保

育
す
る
用
途
に
供
す
る
場
合

〇
・
六

そ
の
他
の
場
合

〇
・
五

児
童
福
祉
施
設
等
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
き
、
通
所
の
み
に
よ
り
利

用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）
の
用
途
に
供
す
る
居
室

〇
・
三
三

　
A

area

　
避
難
者
の
存
す
る
居
室
の
床
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

R
　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
に
お
け
る
流
動
量
（
単
位
　
一
分
に
つ
き
人
）

R

＝m
in

（90
D

co , R
d , R

st

）

――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
R 

、
D

co 

、
R

d 

及
び
R

st 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

R
　
当
該
階
段
に
お
け
る
流
動
量
（
単
位
　
一
分
に
つ
き
人
）

D
co

　
当
該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る
廊
下
の
幅
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

R
d

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る
各
出
口
の
有
効
流
動
量
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位
　

一
分
に
つ
き
人
）

――――――――――――――――⎞

R
di

＝B
d N

d

――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
R

di 

、
B

d 

及
び
N

d 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

R
di

　
当
該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る
各
出
口
の
有
効
流
動
量
（
単
位
　
一
分
に
つ
き
人
）

B
d

当
該
出
口
の
幅
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

――――⎞
二
三

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

⎝―――――
学
校
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。）、
事

務
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途

階
段

上
り

十
二

⎠―――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

下
り

十
六

そ
の
他
の
部
分

―

三
十
九

t
escape（c）
　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
各
階
段
に
お
け
る
滞

留
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位
　
分
）

tesca
pe

（ci

）
＝PR

――――――――――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、

t
escape（ci） 

、
P 

及
び
R 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
escape（ci）
　
当
該
建
築
物
の
各
部
分
か
ら
地
上
ま
で
の
避
難
を
終
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
各
階
段
に
お
け
る
滞
留
時
間
（
単
位
　
分
）

P
　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
を
経
由
し
て
避
難
す
る
者
（
以
下
「
避
難
者
」
と
い
う
。）
の
数
（
単
位
　
人
）

――――――――――――――――――――――――――――⎞

P
＝
Σ
pA

a
rea

―――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
P 

、
p 

及
び
A

area 
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

P
　
在
室
者
の
数
（
単
位
　
人
）

p
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
避
難
者
の
存
す
る
居
室
の
種
類
に
応
じ
、そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
定
め
る
在
館
者
密
度（
単

位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

―――――――――――――――――――⎞

住
宅
の
居
室

〇
・
〇
六

住
宅
以
外
の
建
築
物
に
お
け
る
寝
室

固
定
ベ
ッ
ド
の
場
合

ベ
ッ
ド
数
を
床
面
積
で
除
し
た
数
値

そ
の
他
の
場
合

〇
・
一
六

事
務
室
、
会
議
室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

〇
・
一
二
五

教
室

〇
・
七

百
貨
店
又
は
物
品
販
売
業
を
営
む
店
舗

売
場
の
部
分

〇
・
五



二
六

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

t
region

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
が
立
地
す
る
土
地
の
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
常
備
消
防
機
関
の
現
地

到
着
時
間
（
単
位
　
分
）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域

二
十

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
土
地
の
区
域
の
う
ち
特
定
行
政
庁

が
指
定
す
る
区
域

三
十
以
上
で
あ
っ
て
特
定
行
政
庁
が
定
め
る
時
間

t
search

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
建
築
物
の
各
室
（
以
下
「
火
災
室
」
と
い
う
。）
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の

捜
索
時
間
の
う
ち
最
大
の
も
の
（
単
位
　
分
）

tsea
rch

,i

＝

L
1
60

＋

L
2

v
fb

＋

A
1

V
1

＋

A
2

V
2

＋

A
3
50

―――――――――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、

t
search,i 

、
L1 

、
L2 

、
v
fb 

、
A1 

、
V1 

、
A2 

、
V2 

及
び 

A3 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
search,i

　
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
の
捜
索
時
間
（
単
位
　
分
）

L1
　
地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避
難
階
の
階
段
室
（
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
火
災
室

の
あ
る
階
（
以
下
「
出
火
階
」
と
い
う
。）
に
通
ず
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位
　

メ
ー
ト
ル
）

L2
　
避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

v
fb

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室

ま
で
の
移
動
速
度
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

――――――――――――――――――――――――⎞

建
築
物
の
部
分
の
種
類

移
動
速
度

非
常
用
の
昇
降
機
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分

六
〇

連
結
送
水
管
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分

十
五

そ
の
他
の
部
分

一
〇
・
八

A1

出
火
階
の
床
面
積
（
単
位

平
方
メ
ー
ト
ル
）

二
五

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――
――――――――――――
―――――――――――――
⎝――――――――――

N
d

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
出
口
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
当
該
出
口
の
流
動

係
数
（
単
位
　
一
分
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

⎠―――――――――――
⎠――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⎠――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⎠――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

階
段
及
び
居
室
に
設
け
ら
れ
た
出
口

90

階
段
及
び
居
室
以
外
の
部
分
に
設
け
ら
れ
た
出
口

m
in

｛m
a
x

（150
-60

B
d / D

co , 90

）, 120

｝

こ
の
表
に
お
い
て
、
B

d 

及
び 

D
co 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
B

d

　
当
該
出
口
の
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

　
D

co

　
当
該
階
段
か
ら
地
上
に
通
ず
る
廊
下
の
幅
の
う
ち
最
小
の
も
の
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

⎝―――――――――――――――――――――――――
⎝―――――――――――――――――――――――――
⎝―――――――――――――――――――――――――

R
st

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
当
該
階
段
の
有
効
流
動
量
（
単
位
　
一
分
に
つ
き
人
）

R
st

＝D
st N

st

⎝―――――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
R

st 
、
D

st 

及
び 

N
st 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

R
st

　
当
該
階
段
に
お
け
る
有
効
流
動
量
（
単
位
　
一
分
に
つ
き
人
）

D
st

　
当
該
階
段
の
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

N
st

　
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
当
該
階
段
の

流
動
係
数
（
単
位
　
一
分
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
人
）

⎠―――――――――――――――――――――⎞

下
り

D
la
n
din

g

〈D
st

m
in

｛72
-
48

（1
-
D

la
n
din

g /
D

st

）, 90
D

la
n
din

g /
D

st

｝

D
la
n
din

g $
D

st
72

上
り

D
la
n
din

g

〈D
st

m
in

｛60
-
36

（1
-
D

la
n
din

g /
D

st

）, 90
D

la
n
din

g /
D

st

｝

D
la
n
din

g $
D

st
60

こ
の
表
に
お
い
て
、

D
landing 

及
び
D

st 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
D

landing

　
当
該
階
段
の
踊
り
場
の
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

　
D

st

　
当
該
階
段
の
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）



二
八

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

５
　
第
二
項
の
「
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
」
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
と
す
る
。（
に
）

６

第
一
項
の
「
上
階
延
焼
抑
制
防
火
設
備
」
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
外
壁
の
開
口
部
の
必
要
遮
炎
時
間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
防
火
設
備
を
い
う
。（
に
）

一
　
六
十
分
を
超
え
る
場
合
　
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
加
熱
開
始
後
必
要
遮
炎
時
間
加
熱
面
以
外
の
面
に
火
炎
を
出
さ
な
い
も
の

と
し
て
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
防
火
設
備
（
に
）

二
　
四
十
五
分
を
超
え
、
六
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
特
定
防
火
設
備
（
に
）

三
　
三
十
分
を
超
え
、
四
十
五
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
令
第
百
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
十
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
構
造
方
法
を
用
い
る
防
火
設
備
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
防
火
設
備
（
に
）

tr,eq

（n
c

）＝C
R
1

0.75
tr

⎝―――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、

t
r,eq（nc） 

、
CR1 

及
び 

t
r 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
r,eq（nc）
　
補
正
固
有
特
定
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

CR1
　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
炭
化
速
度
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

⎠―――――――――――――――⎞

C
R
1

＝m
in

（1.3, 0.0022 a-0.262

）

⎝――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
CR1
及
び
a
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

⎠――――⎞

CR1
　
炭
化
速
度
（
単
位
　
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

a
　
前
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温
度
上
昇
係
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

t
r

前
項
に
規
定
す
る
実
特
定
避
難
時
間
（
単
位

分
）

二
七

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

⎝――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⎝―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

⎝――――――――――――――――――――――――――――――

V1
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
に
お
け
る
捜
索
速
度
（
単
位
　
平

方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

⎠――――――――――――――――――――――――――――――
⎠――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⎠――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

建
築
物
の
部
分
の
種
類

捜
索
速
度

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等
及
び
令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分
（
当
該
建
築

物
が
令
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
区

画
さ
れ
た
各
部
分
の
う
ち
火
災
室
が
存
す
る
部
分
が
二
以
上
の
階
に
わ
た
る
場
合
を
除
く
。）

五
〇

令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
部
分

二
十
五

そ
の
他
の
部
分

五

A2
　
出
火
階
の
直
上
階
の
床
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

V2
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
種
類
に
応
じ
、同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
の
直
上
階
に
お
け
る
捜
索
速
度
（
単

位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
毎
分
）

建
築
物
の
部
分
の
種
類

捜
索
速
度

令
第
百
二
十
六
条
の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け
ら
れ
て

い
る
部
分

五
十

そ
の
他
の
部
分

二
十
五

A3
　
出
火
階
及
び
出
火
階
の
直
上
階
以
外
の
階
の
床
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）

t
retreat

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
退
避
時
間
（
単
位
　
分
）

tretrea
t

＝

L
1
60

＋

L
2
25

⎝――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
retreat 

、
L1 

及
び
L2 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
retreat

　
退
避
時
間
（
単
位
　
分
）

L1
　
地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避
難
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

L2

避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

⎠――――――⎞



三
○

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
⎝――――――――――――――――――――――
⎝―――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
travel,i 

、
L1 

、
L2 

、
v
fb 

、
L
f 

及
び 

v
f 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
travel,i

　
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
地
上
か
ら
当
該
火
災
室
ま
で
の
移
動
時
間
（
単
位
　
分
）

L1
　
地
上
か
ら
当
該
建
築
物
へ
通
ず
る
出
入
口
か
ら
避
難
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

L2
　
避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

v
fb

　
第
四
項
に
規
定
す
る
避
難
階
の
階
段
室
か
ら
出
火
階
の
階
段
室
ま
で
の
歩
行
速
度
（
単
位
　
一
分
に
つ
き
メ
ー
ト
ル
）

L
f

　
出
火
階
の
階
段
の
バ
ル
コ
ニ
ー
又
は
付
室
か
ら
火
災
室
ま
で
の
歩
行
距
離
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

v
f

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
出
火
階
に
お
け
る
歩
行
速
度
（
単
位
　
一

分
に
つ
き
メ
ー
ト
ル
）

⎠―――――――――――――――――――⎞
⎠―――――――――――――――――――――――

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出
火
階
の
階
段
の
バ
ル
コ
ニ
ー
若
し
く
は
付
室
か
ら
火
災
室
ま
で
の
廊
下
そ
の
他
の
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分
に
令
第
百
二
十
六

条
の
三
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
排
煙
設
備
が
設
け
ら
れ
、
又
は
当
該
部
分
が
外
気
に
有
効
に
開
放
さ
れ
て
い
る
場
合

十
五

そ
の
他
の
場
合

三

N
　
当
該
建
築
物
の
階
数

t
ceiling

　
次
の
表
の
上
欄
及
び
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
他
の
外
壁
の
開
口
部
が
設
け
ら
れ
た
室
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
天

井
燃
焼
抑
制
時
間
（
単
位
　
分
）

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
等

が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合

天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
（
回
り
縁
、窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。）

の
仕
上
げ
が
準
不
燃
材
料
で
さ
れ
て
い
る
場
合

二
十
二

壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
が
準
不
燃
材
料
で
さ
れ
て
い
る
場
合

二
十
四

そ
の
他
の
場
合

〇

そ
の
他
の
場
合

天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
が
準
不
燃
材
料
で
さ
れ
て
い
る
場
合

二

壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
が
準
不
燃
材
料
で
さ
れ
て
い
る
場
合

四

そ
の
他
の
場
合

〇

μ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
他
の
外
壁
の
開
口
部
に
防
火
上
有
効
に
設
け
ら
れ
て
い
る
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
（
避
難
時
倒
壊

防
止
構
造
の
床
の
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。）
の
長
さ
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
定
め
る
数
値

二
九

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

四
　
二
十
分
を
超
え
、
三
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
九
十
四
号
第
二
第
四
項
に
規
定
す
る
三
十
分
間
防
火
設
備
（
に
）

五
　
二
十
分
以
下
で
あ
る
場
合
　
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
防
火
設
備
（
に
）

イ
　
前
号
に
定
め
る
防
火
設
備
（
に
）

ロ
　
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
に
）

７
　
前
項
の
「
必
要
遮
炎
時
間
」
は
、
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
値
と
す
る
。（
に
）

tin
tg

＝（

a
460

）3/2   tsprea
d - tceilin

g

1
＋
μ

―――――――――――――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
intg 

、
α
、
t
spread 
、
t
ceiling 

及
び
μ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
intg

　
必
要
遮
炎
時
間
（
単
位
　
分
）

α
　
第
四
項
に
規
定
す
る
当
該
建
築
物
の
各
室
に
お
け
る
火
災
温
度
上
昇
係
数
の
う
ち
最
大
の
も
の

t
spread

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
上
階
延
焼
抑
制
時
間
（
単
位
　
分
）

―――――――――――――――――――――――⎞

tsprea
d

＝m
a
x

（tesca
pe , tregion

）＋ttra
vel

＋m
a
x

｛15

（N
-3

）, 0
｝

―――――――――――――⎛ 

こ
の
式
に
お
い
て
、
t
spread 

、
t
escape 

、
t
region 

、
t
travel 

及
び 

N 
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

t
spread

　
上
階
延
焼
抑
制
時
間
（
単
位
　
分
）

t
escape

　
第
四
項
に
規
定
す
る
在
館
者
避
難
時
間
（
単
位
　
分
）

t
region

　
第
四
項
に
規
定
す
る
常
備
消
防
機
関
の
現
地
到
着
時
間
（
単
位
　
分
）

t
travel

　
次
の
式
に
よ
っ
て
計
算
し
た
火
災
室
で
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
地
上
か
ら
当
該
火
災
室
ま
で
の
移
動
時
間
の
う
ち
最
大
の

も
の
（
単
位
　
分
）

―――――――――――――⎞

ttra
vel,i

＝Σ

（L
1
60

＋L
2

v
fb

）＋L
1 ＋

L
2

40

＋L
f

v
f



三
二

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

の
仕
上
げ
を
令
第
百
二
十
八
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
仕
上
げ
と
し
た
も
の
に
設
け
ら
れ
た
も
の
（
ろ
）（
に
）

四
　
第
一
号
か
ら
前
号
ま
で
に
規
定
す
る
室
の
み
に
隣
接
す
る
通
路
そ
の
他
防
火
上
支
障
の
な
い
通
路
に
設
け
ら
れ
た
も
の

五
　
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
規
定
す
る
防
火
設
備
を
設
け
た
も
の

六
　
開
口
部
の
高
さ
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の

七
　
開
口
面
積
が
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
い
）

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
ろ
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
は
）

こ
の
告
示
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
六
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
に
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
以
下
略
）

三
一

国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
五
号

８
　
令
第
百
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
の
主
要
構
造
部
の
構
造
方
法
は
、
耐
火
構
造
又
は
令
第

百
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
該
当
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
に
）

令
第
百
十
条
の
三
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
特
殊
建
築
物
の
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
外
壁
の
開
口
部
に
設
け
る

防
火
設
備
の
構
造
方
法
は
、
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
に
規
定
す
る
二
十
分
間
防
火
設
備
と
す
る
こ
と
と
す
る
。（
に
）

令
第
百
十
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
他
の
外
壁
の
開
口
部
か
ら
通
常
の
火
災
時
に
お
け
る
火
炎
が
到
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
は
、
第
一
第
一
項
第
四

号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
一
時
間
準
耐
火
基
準
に
適
合
す
る
準
耐
火
構
造
（
耐
火
構
造
を
除
く
。）
と
し
た
も
の
に
限
る
。）
及
び
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
す
る
特
殊
建
築
物
で
令
第
百
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
外
壁
の
開
口
部
（
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
「
他
の
外
壁
の
開
口
部
」
と
い
う
。）
の
下
端
の
中
心
点
を
水
平
方
向
に
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
第
一
号
ロ
表
一

に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
し
た
水
平
移
動
距
離
又
は
最
大
水
平
移
動
距
離
の
い
ず
れ
か
短
い
距
離
だ
け
移
動
し
た
と
き
に
で
き
る
軌
跡
上
の
各
点
を
、
垂
直
上
方

に
第
一
第
一
号
ロ
表
二
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
し
た
垂
直
移
動
距
離
又
は
最
大
垂
直
移
動
距
離
の
い
ず
れ
か
短
い
距
離
だ
け
移
動
し
た
と
き
に
で
き
る
軌
跡
の

範
囲
内
の
部
分
で
あ
る
外
壁
の
開
口
部
（
令
第
百
十
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
他
の
外
壁
の
開
口
部
が
設
け
ら
れ
た
防
火
区
画
内
に
設
け
ら
れ
た
も
の

を
除
く
。）
と
す
る
。
（
は
）（
に
）

一
　
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
自
動
式
の
も
の
を
設
け
た
室
（
通
路
に
該
当
す
る
室
を
除

く
。
以
下
同
じ
。）
に
設
け
ら
れ
た
も
の

二
　
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
を
準
不
燃
材
料
に
よ
る
仕
上
げ
と
し
た
室
（
床
面
積
が
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）
に
設
け

ら
れ
た
も
の
（
に
）

三
　
昇
降
機
そ
の
他
の
建
築
設
備
の
機
械
室
、
不
燃
性
の
物
品
を
保
管
す
る
室
、
便
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
室
で
、
壁
及
び
天
井
の
室
内
に
面
す
る
部
分

⎝――――――――
ひ
さ
し
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
長
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

数
値

⎠―――――――――

〇
・
九
未
満

一

〇
・
九
以
上
一
・
五
未
満

一
・
二
五

一
・
五
以
上
二
・
〇
未
満

一
・
六

二
・
〇
以
上

二


